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建築設計業務委託特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

１．業務名称  旧荒川保育所解体工事実施設計業務 

２．計画施設概要 

工事名称 旧荒川保育所解体工事 

施設場所  富山県小矢部市 芹川 地内 

施設概要 

用 途 構 造 延べ面積 敷地面積 

公民館、集会場、

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等 
RC 造２階建 798.98 ㎡ 7211.47 ㎡ 

設計期間 令和４年４月 21 日  ～  令和４年６月 30 日 

 

「総合耐震計画基準」による 

耐震安全性の分類 

 

 

構造体 

 

 

建築非構造部材 

 

建築設備 

Ⅰ類 

Ⅱ類 

Ⅲ類 

Ａ類 

Ｂ類 

甲類 

乙類 

 

設計与条件等 

 

 

 

 

（解体工事） 

 ・同敷地内の施設（公民館、あらかわサロン、運動場）利用者の安

全性に配慮した仮設計画図を作成し積算することとする。 

・基礎の撤去範囲については、ＧＬ-1.0ｍ程度までとする。 

（杭基礎は撤去しない） 

・解体及び撤去後の跡地については、整地することとする。 

 ・工事期間は、３ヶ月程度とする。 

（共通） 

・アスベスト含有分析調査を実施するものとする。 

 （煙突断熱材及び小屋裏岩綿吹付材を含む計４検体） 

・実施設計書作成に係る単価決定及び見積先の選定にあたっては、

随時監督員の承諾を得ること。 

・工法の決定にあたっては、説明資料（経済比較等）を提出し、監

督員の承諾を得ること。 

・工事費予定額（概算） 

  ５０，０００千円（直接工事費）を上回らないこと。 

 



Ⅱ 業務仕様 

特記仕様に記載されていない事項は、「建築設計業務委託共通仕様書」による。 

１．特記仕様書の適用 

特記仕様書に記載された特記事項の中で 印の付いたものについては、 印の付いたものを

適用する。 

 

２．主任技術者の資格要件 

主任技術者の資格要件は次による。 

一級建築士 

一級建築士又は、二級建築士 

建築設備士又は、建築設備設計の実務経験が１０年以上 

電気主任技術者 

技術士 

 

３．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行 

受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案さ

れた履行体制により当該業務を履行する。 

 

４．設計業務の範囲 

（１）一般業務 

基本設計 

建築（意匠）基本設計 

建築（構造）基本設計 

電気設備基本設計 

機械設備基本設計（・給排水衛生設備・空調設備） 

工事費概算書 

 

実施設計 

建築（意匠）実施設計 

建築（構造）実施設計 

建築積算業務 

電気設備実施設計 

電気設備積算業務 

機械設備実施設計（ 給排水衛生設備、 空調設備） 

機械設備積算業務（ 給排水衛生設備、 空調設備） 

確認申請書作成業務及び申請業務 

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出業務 

防火対象物使用開始届出書の作成業務 

（２）追加業務（特別経費として計上） 



透視図作成［種類（   ）、判の大きさ（  ）、枚数（   ）、額の有無（ ）］ 

透視図の写真撮影［枚数（  ）、判の大きさ（  ）、白黒・カラーの別（   ）］ 

模型製作［種類（      ）、主要材料（       ）、ケースの有無（  ）］ 

模型の写真撮影［枚数（  ）、判の大きさ（  ）、白黒・カラーの別（   ）］ 

中高層建築物の届出書作成業務 

防災計画評定作成業務 

省エネルギー関係計算書作成業務 

アスベスト含有分析業務（４検体） 

 

（３）その他の業務 

耐震診断業務 

耐震診断評定業務 

耐震補強設計業務 

耐震補強設計評定業務 

 

５．業務の実施 

（１）一般事項 

工事予算額に対応した設計業務を行い、監督員と十分調整すること。 

基本設計業務は、提示された基本計画書、設計与条件及び適用基準等によって行う。 

実施設計業務は、提示された基本設計書、設計与条件及び適用基準等によって行う。 

積算業務は、監督員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。 

追加業務及びその他の業務は、提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。 

 

（２）打ち合わせ及び記録 

打ち合わせは次の時期に行う。 

① 業務着手時 

② 監督員又は主任技術者が必要と認めた時 

 

（３）貸与資料 

貸与資料なし 

貸与資料あり 

・旧荒川保育所新築工事設計図（製本Ｂ３版） 一式 

 ・旧荒川保育所外壁アスベスト含有分析調査報告書 一式 

（４）適用基準等 

※［  ］は発行団体とする。 

①建築工事 

ア 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説          ［(社) 公共建築協会］ 

イ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説     ［(財) 建築保全センター］ 

ウ 建築工事設計図書作成基準及び同解説           ［(社) 公共建築協会］ 



エ 建築ＣＡＤ図面作成要領（案）  ［(財)日本建設情報総合センター、(社) 公共建築協会］ 

オ 敷地調査共通仕様書                   ［(社) 公共建築協会］ 

カ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）          ［(社) 公共建築協会］ 

キ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）      ［(財) 建築保全センター］ 

ク 建築設計基準及び同解説                 ［(社) 公共建築協会］ 

ケ 建築改修設計基準及び同解説             ［(財) 建築保全センター］ 

コ 建築構造設計基準及び同解説               ［(社) 公共建築協会］ 

サ 建築鉄骨設計基準及び同解説               ［(社) 公共建築協会］ 

シ 鉄骨設計標準図                        ［(社)営繕協会］ 

ス 冷間成形角形鋼管設計・施工マニュアル           ［日本建築センター］ 

セ 建築工事標準詳細図                   ［(社) 公共建築協会］ 

ソ 擁壁設計標準図                     ［(社) 公共建築協会］ 

タ 構内舗装・排水設計基準                 ［(社) 公共建築協会］ 

チ 表示・標識標準                     ［(社) 公共建築協会］ 

ツ グリーン庁舎基準及び同解説（官庁施設の環境保全性に関する基準及び同解説）         ［(社) 公共建築協会］ 

テ 施設整備マニュアル（富山県民福祉条例）               ［富山県］ 

ト 富山県公共事業の景観づくり指針                   ［富山県］ 

ナ ｶﾞﾗｽを用いた開口部の安全設計指針           ［(財)日本建築防災協会］ 

ニ 学校におけるｶﾞﾗｽの安全設計指針             ［（社）文教施設協会］ 

ヌ 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針及び同解説       ［(財)日本建築防災協会］ 

ネ 建築材料設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿  ［(社) 公共建築協会］ 

ノ 官庁施設の企画立案及び設計マネジメント要領       ［(社) 公共建築協会］ 

ハ 構造計算上の留意事項について                    ［富山県］ 

 

②建築積算 

ア 公共建築工事積算基準          ［（財）建築コスト管理システム研究所］ 

イ 建築数量積算基準・同解説        ［（財）建築コスト管理システム研究所］ 

ウ 建築工事内訳書標準書式及び同解説    ［（財）建築コスト管理システム研究所］ 

エ 建築工事内訳書作成要領（建築工事編）  ［（財）建築コスト管理システム研究所］ 

 

③設備工事 

ア 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説          ［(社) 公共建築協会］ 

イ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説     ［(財) 建築保全センター］ 

ウ 建築設備計画基準             ［（社）公共建築協会、（財）全国建築研修センター］ 

エ 建築設備設計基準       ［（社）公共建築協会、（財）全国建築研修センター］ 

オ 建築設備設計図書作成基準及び同解説                    ［(社) 公共建築協会］ 

カ 建築ＣＡＤ図面作成要領（案）  ［(財)日本建設情報総合センター、(社) 公共建築協会］ 

キ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）        ［(社) 公共建築協会］ 

ク 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）      ［(社) 公共建築協会］ 



ケ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）         ［(社) 公共建築協会］ 

コ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）         ［(社) 公共建築協会］ 

サ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）       ［(社) 公共建築協会］ 

シ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）         ［(社) 公共建築協会］ 

ス 排水再利用・雨水利用システム計画基準・同解説       ［(社) 公共建築協会］ 

セ 建築設備耐震設計・施工指針                 ［日本建築センター］ 

ソ 建築設備設計計算書作成の手引き［（社）公共建築協会、（財）全国建築研修センター］ 

タ グリーン庁舎基準及び同解説（官庁施設の環境保全性に関する基準及び同解説）         ［(社) 公共建築協会］ 

チ 建築材料設備機材等品質性能評価事業設備機材等評価名簿   ［(社) 公共建築協会］ 

ツ 官庁施設の企画立案及び設計マネジメント要領        ［(社) 公共建築協会］ 

 

④設備積算 

ア 公共建築工事積算基準           ［（財）建築コスト管理システム研究所］ 

イ 建築設備数量積算基準・同解説       ［（財）建築コスト管理システム研究所］ 

ウ 建築設備工事内訳書標準書式              ［（財）建築コスト管理システム研究所］ 

エ 建築設備工事内訳書作成要領（設備工事編） ［（財）建築コスト管理システム研究所］ 

 

６．成果物 

（１）一般事項 

① 設計図、工事内訳書等は原則として建築・電気設備・給排水衛生設備・空調設備・浄化

槽設備・外構の工事区分毎に作成する。 

② 工区分けをする場合は監督員の指示により作成する。 

③ 工事区分毎に、工事名・図面目次を記入した表紙を作成する。 

④ 特記仕様書は、監督員の指示により作成する。 

⑤ 設計原図の大きさはＡ１判、又はＡ２判とする。 

 

（２）提出部数等 

① 図面等 

設計原図   部（工事区分毎に、図面ファイルに入れて提出） 

同上製本   部、及び、バラ図   部 

設計原図縮小 A3 判 １ 部（工事区分毎に、図面ファイルに入れて提出） 

同上製本   部、及びバラ図 ２ 部 

確認申請用製本   部（構造適合性判定を要する場合は、  部） 

② 資料等 

構造計算書（計算書１式 PDF データ含む） 

建築工事内訳書、金抜き含む（電子データ共） 

設備工事内訳書、金抜き含む（電子データ共） 

確認申請用ＦＤ１枚 

ＣＡＤデータ一式 



中高層建築物の届出書 

防災計画評定 

省エネルギー関係計算書 

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出書 

建設副産物処理計画表 

防火対象物使用開始届出書 

耐震診断報告書 

耐震診断概要書 

耐震補強計画報告書（報告書１式 PDF データ含む） 

耐震補強計画概要書（概要書１式 PDF データ含む） 

耐震評定書の写し 

 

③ その他 

透視図 

透視図の写真 

模 型 

模型の写真 

アスベスト含有分析調査報告書（２部） 

 

（３）設計数量根拠表及び見積書等の積算資料はＡ４版とし、一括ファイルにして提出する。 

 

７．電子納品 

   電子納品対象業務 

（１）電子成果品は、電子媒体(CD-R)で１部提出する。併せて、電子媒体に格納するデータを含

む成果品一式を紙で１部提出する。 

（２）構造計算書および耐震補強計画報告書は、PDF 形式とし、電子媒体に格納する。 

（３）その他、電子納品に関する詳細な取扱い等については、監督員と協議の上、決定する。 

 

８．その他 

（１）受託者は、業務の実施に当り賠償責任保険に加入していなければならない。 

（２）受託者は、本業務を実施するに当たり、暴力団関係者から不当な介入を受けた場合は、 

断固としてこれを拒否し、不当な介入があった時点で速やかにその旨を監督員に報告す

るとともに、警察に届け出なければならない。また、下請業者に対しては、暴力団関係

者から不当な介入を受けた場合には、速やかにその旨を報告するよう指導し、下請業者

から報告を受けた受託者は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、警察に届け

出なければならない。 



建築設計業務委託共通仕様書 

 

第１章 総  則 

１．１ 適 用 

１．建築設計業務委託共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、営繕工事に係る建築設計業務（建

築の意匠及び構造、電気設備並びに機械設備の基本設計、実施設計、積算その他の業務をいう。）の委

託について適用する。 

 ２．設計仕様書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の

履行を規定するものとする。 

   ただし、設計仕様書の間に相違がある場合は、設計仕様書の優先順位は、次の（１）から（４）の

順序のとおりとする。 

 （１） 建築設計業務委託入札説明事項及び質問回答書 

 （２） 別紙の図面等（基本計画書、基本設計図、概要書等） 

 （３） 特記仕様書 

 （４） 共通仕様書 

 ３．受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合

には、監督員と協議するものとする。 

 

１．２ 用語の定義 

  共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 

 １．「発注者」とは、小矢部市長をいう。 

 ２．「受注者」とは、設計業務の実施に関し、発注者と委託契約を締結した個人又は法人その他の団体を

いう。 

 ３．「監督員」とは、契約図書に定められた範囲において受注者又は主任技術者に対する指示、承諾又は

協議の職務等を行う者で、契約約款第８条に定める者をいう。 

 ４．「検査職員」とは、設計業務の完了の検査に当たって、契約約款第30条の規定に基づき、検査を行

う者をいう。 

 ５．「主任技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約約款第９条の規定

に基づき、受注者が定めた者をいう。 

 ６．「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 

 ７．「契約書」とは、建築設計業務委託契約約款をいう。 

 ８．「設計仕様書」とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問書並びに現場説

明に対する回答書をいう。 

 ９．「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（特記仕様書において定める資料及び基準等を含む。）

を総称していう。 

 １０．「共通仕様書」とは、各設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 

 １１．「特記仕様書」とは、当該設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 

 １２．「建築設計業務委託入札説明事項」とは、設計業務の入札に参加する者に対して、発注者が当該設

計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 



 １３．「質問回答書」とは、別冊の図面、仕様書、建築設計業務委託入札説明事項に関する入札等参加者

からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。 

 １４．「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加された図面及び

図面のもとになる計算書等をいう。 

 １５．「指示」とは、監督員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、

実施させることをいう。 

 １６．「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行若しくは変更に関して相手方に書面をもって行

為若しくは同意を求めることをいう。 

 １７．「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、

設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

 １８．「報告」とは、受注者が監督員に対し、設計業務の遂行に係る事項について、書面をもって知らせ

ることをいう。 

 １９．「申出」とは、受注者が契約内容の履行又は変更に関して、発注者に対して、書面をもって同意を

求めることをいう。 

 ２０．「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行に必要な事項について、監

督員が書面により同意することをいう。 

 ２１．「質問」とは、不明な点に関して、書面をもって問うことをいう。 

 ２２．「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。 

 ２３．「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議する

ことをいう。 

 ２４．「提出」とは、受注者が監督員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出す

ことをいう。 

 ２５．「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有

効とする。緊急を有する場合は電話、ファクシミリ及び電子メールにより伝達できるものとするが、

後日有効な書面と差し替えるものとする。なお、電子納品を行う場合は、別途監督員と協議するもの

とする。 

 ２６．「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の確認をすることをいう。 

 ２７．「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために主任技術者等と監督員が面談により、

業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 

 ２８．「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良個所を発見した場合に受注者が行

うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

 ２９．「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 

 

第２章 設計業務の範囲 

  設計業務は、一般業務、追加業務とし、その範囲及び内容は次に掲げるところによる。 

 １．一般業務、追加業務の範囲は特記仕様書による。 

 ２．一般業務の内容は、平成２１年国土交通省告示第１５号を基本とする。  

 ３．追加業務の内容は特記による。 



第３章 業務の実施 

３．１ 業務の着手 

  受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後７日以内に設計業務に着手しなければな

らない。この場合において、着手とは、主任技術者が設計業務の実施のため監督員との打ち合わせを開

始することをいう。 

  

３．２ 設計業務の条件 

 １．受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書を基に設計条件を設定し、監督員の承諾を得なければ

ならない。また、受注者は、これらの設計仕様書に示されていない設計条件を設定する必要がある場

合、事前に監督員の指示又は承諾を受けなければならない。 

２．受注者は、設計計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記す

るものとする。また、電子計算機によって設計計算を行う場合は、プログラム、使用機種及び構造計

算方法について事前に監督員と協議し、その承諾を得なければならない。 

 

３．３ 適用基準等 

 １．受注者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等（以下「適用基準等」という。）に

基づき行うものとする。 

 ２．受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらか

じめ、監督員と協議し、その承諾を得なければならない。 

 ３．適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 

 

３．４ 監督員 

 １．発注者は、設計業務における監督員を定め、受注者に通知するものとする。 

 ２．監督員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 

 ３．監督員の権限は、契約約款第８条に定める事項とする。 

 ４．監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 

   ただし、緊急を要し、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指

示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後７日以内に書面により受注者にその内容を通

知するものとする。 

 

３．５ 主任技術者 

 １．受注者は、設計業務における主任技術者を定め、発注者に通知するものとする。 

 ２．主任技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 

 ３．主任技術者の資格要件は、特記仕様書による。 

 ４．主任技術者に委任できる権限は、契約約款第９条に定める事項とする。 

   ただし、受注者が主任技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもってその内容

を含め報告しない限り、主任技術者は受注者の一切の権限（契約約款第９条の規定により行使されな

いとされた権限を除く。）を有するものとされ、発注者及び監督員は、主任技術者に対して指示等を行

えば足りるものとする。 



 ５．主任技術者は、監督員が指示するところにより、関連する他の設計業務の受注者と十分に協議のう

え、相互に協力しつつ、業務を実施しなければならない。 

 

３．６ 提出書類 

１．受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞な

く提出しなければならない。ただし、業務委託料（以下「委託料」という。）に係る請求書、請求代金

代理受領承諾書、延滞利息請求者、監督員に関する措置請求に係る書類、建築設計業務委託入札説明

事項により指定した書類を除く。 

 ２．受注者が、発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、

提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 

 

３．７ 打合せ及び記録 

 １．設計業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方

針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面（打合せ記録簿）に

記録し、相互に確認しなければならない。 

 ２．設計業務着手時及び特記仕様書に定める時期において、主任技術者と監督員は打合せを行うものと

し、その結果について、主任技術者が書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認しなければならな

い。  

   

３．８ 業務計画書 

 １．受注者は、契約締結後７日以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 

 ２．業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。 

 （１）業務工程 

 （２）設計業務の条件等 

 （３）業務実施体制 

 （４）協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者 

 （５）その他、監督員が必要に応じ指定する事項 

 ３．受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度監督員に

変更業務計画書を提出しなければならない。 

 ４．監督員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画書を提出しなければならない。 

 

３．９ 資料の貸与及び返却 

 １．監督員は、特記仕様書において貸与すると定める図面及びその他関連資料（以下「貸与資料」とい

う。）を受注者に貸与するものとする。 

 ２．監督員は、特記仕様書において定める適用基準等の資料を受注者に貸与することができる。この場

合、受注者は借用書を提出しなければならない。 

 ３．受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに監督員に返却するものとする。 

 ４．受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取扱わなればならない。万一、損傷した場合は、

受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

 ５．受注者は、特記仕様書に定める守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複



製させ、又は譲渡してはならない。 

 

３．１０ 関係官公庁への手続き等 

 １．受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなけ

ればならない。また、受注者は、設計業務を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な

場合は、速やかに行うものとする。 

 ２．受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、延滞なくその旨を監督員に報告し協議するもの

とする。 

 

３．１１ 設計業務の成果物 

 １．受注者は、設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了届とともに提出し検査

を受けるものとする。 

 ２．受注者は、設計仕様書に定めがある場合又は監督員が指示し、これに同意した場合には、履行期間

途中においても、成果物の部分引渡しを行うものとする。 

 ３．成果物において使用する計算単位は、国際単位系（ＳI単位）のほか、非ＳI単位を併記することが

できるものとする。 

 ４．成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。これ

により難い場合には、あらかじめ、監督員と協議し、承諾を得るものとする。 

 

３．１２ 関連する法令、条例等の遵守  

  受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 

 

３．１３ 検  査 

 １．受注者は、契約約款第30条の規定に基づいて、発注者に対して業務の完了を業務完了届により通知

する時までに、契約図書により義務付けられた書類の整備を完了し、監督員に提出しておかなければ

ならない。 

 ２．発注者は、設計業務の検査に当たっては、あらかじめ、受注者に対して書面をもって検査日を通知

するものとする。その通知があった場合、受注者は、検査に必要な書類、成果物等を整備しなければ

ならない。 

 ３．検査職員は、監督員及び主任技術者の立会のうえ、次の各号に掲げる検査を行うものとする。 

 （１） 設計業務成果物の検査 

 （２） 設計業務管理状況の検査（設計業務の状況について、書類、記録、写真等により検査を行う。） 

 

３．１４ 修  補 

 １．受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補しなければならない。 

 ２．検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示する

ことができるものとする。 

 ３．検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。 

 ４．検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約約款第30条の規定に

基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。 



３．１５ 条件変更等 

 １．契約約款第17条に定める「予期することのできない特別な状態」とは、発注者と受注者が協議し当

該規定に適合すると判断した場合とする。 

 ２．監督員が、受注者に対して契約約款第18条に定める設計仕様書の変更又は訂正の指示を行う場合は、

書面によるものとする。 

 

３．１６ 契約内容の変更 

 １．発注者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。 

 （１） 業務委託料の変更を行う場合 

 （２） 履行期間の変更を行う場合 

 （３） 監督員と受注者が協議し、設計業務施行上必要があると認められる場合 

 （４） 契約約款第29条の規定に基づき業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更を行う場合 

 ２．発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。 

 （１） ３．１４の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項 

 （２）設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 

 （３）その他発注者又は監督員と受注者との協議で決定された事項 

 

３．１７ 履行期間の変更 

 １．発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか

否かを合わせて事前に通知しなければならない。 

 ２．受注者は、契約約款第21条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間

の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、修正した業務工程表その他必要な資料を発注者に提出

しなければならない。 

 ３．契約約款第22条の規定に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、受注者は、速

やかに、業務工程表を修正し提出しなければならない。 

 

３．１８ 一時中止 

 １．契約約款第19条の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必

要と認める期間、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 

 （１） 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合 

 （２） 環境問題等の発生により設計業務続行が不適当又は不可能となった場合 

 （３） 天災等により設計業務の対象箇所の状態が変動した場合 

 ２．発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認め

た場合には、設計業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 

 

３．１９ 発注者の賠償責任 

 １．発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。 

 （１） 契約約款第26条に定める一般的損害、契約約款第27条に定める第三者に及ぼした損害につい

て、発注者の責に帰すべきものとされた場合 

 （２） 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合 



３．２０ 受注者の賠償責任 

 １．受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。 

 （１） 契約約款第26条に定める一般的損害、契約約款第27条に定める第三者に及ぼした損害につい

て、受注者の責に帰すべきものとされた場合 

 （２） 契約約款第39条に定めるかし責任に係る損害が生じた場合 

 

３．２１ 部分使用 

 １．受注者は、次の各号に該当する場合において、契約約款第32条の規定に基づき、受注者に対して成

果物の一部の使用を請求することができるものとする。 

 （１） 別途設計業務の用に供する必要がある場合 

 （２） その他特に必要と認められた場合 

 ２．受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出す

るものとする。 

 

３．２２ 再委託 

 １．契約約款第６条に定める「指定した主たる部分」とは、設計業務等における総合的な企画及び判断

並びに業務遂行管理をいい、受注者は、これを再委託することはできない。 

 ２．コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易

な業務は、契約約款第６条に定める「軽微な部分」に該当するものとし、受注者が、この部分を第三

者に再委託する場合は、発注者の承諾を必要としない。 

 ３．受注者は、前２項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 

 ４．受注者は、設計業務を再委託に付する場合においては、書面により行い、協力者との関係を明確に

しておくとともに、協力者に対して設計業務の実施について適切な指導及び管理のもとに設計業務を

実施しなければならない。 

なお、協力者は、小矢部市の建築コンサルタント競争入札参加資格者名簿である場合は、指名停止

期間中であってはならない。  

 

３．２３ 特許権等の使用 

  受注者は、契約約款第７条の規定に基づき、発注者に特許権等の使用に関して要する費用負担を求め

る場合、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。 

 

３．２４ 守秘義務 

  受注者は、契約書第１条の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならな

い。 

 

 



令 和 ４ 年 度 小矢部市役所

設　　　　計　　　　書

小矢部市 芹川 地内

設計額 円
（うち消費税及び地方消費税相当額 円）

内　　　　　　　　　訳

・旧荒川保育所解体工事実施設計業務 １式
第 業務

・アスベスト含有分析調査 ４検体

号 大要

旧荒川保育所解体工事実施設計業務
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